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県内公立学校における体験的学習活動等休業日の導入について 

 

今年度から、鳥取県内の一部の市町の公立学校と、多くの県立学校において、「体

験的学習活動等休業日」を下記のとおり導入します。 

 

記 

 

１ 体験的学習活動等休業日の趣旨 

家庭や地域における体験的な学習活動等多様な活動の充実を図るためのもの。

平成２９年９月に学校教育法施行令が一部改正され、新たな休業日を定めること

が可能となった。 

 

２ 導入のねらい 

・児童生徒が保護者の方等と一緒に体験的な学習活動等に参加することを通じ

て、心身の健全な発達を一層促進する環境の醸成 

・地域における保護者の有給休暇の取得の促進 

・学校休業日の分散化 

 

３ 実施する学校 

別紙のとおり 

 

４ 直近の体験的学習活動等休業日における対応 

５月２日（月）を児童生徒の休業日とし、ゴールデンウィーク期間を７連休と

する学校が多いことから、連休を「Super Golden Week in TOTTORegion(ﾄｯﾄﾘｰｼﾞ

ｮﾝ)」と呼び、添付の告知チラシ等により児童生徒、保護者及び県民の方への周知、

今後の普及を図っていきます。 

なお、５月２日（月）当日は、県立図書館での体験イベント実施、県立博物館

での常設展示の割引適用をはじめ、各種イベントを実施する予定としております。 

※イベント情報等は随時ＨＰにも掲載していきます。 

（https://www.pref.tottori.lg.jp/303995.htm） 

 

  



（別紙） 

 

令和４年度における体験的学習活動等休業日を導入する市町及び県立学校一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/29 4/30 5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 11/3 11/4 11/5 11/6

金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 木 金 土 日

鳥取市 ○ ○

琴浦町 ○

南部町 ○

鳥取商業
鳥取湖陵
智頭農林
倉吉農業
米子東
米子西
米子
米子南
日野

○

鳥取工業
鳥取緑風
八頭

境港総合技術

○ ○

米子工業
境

○ ○ ○

鳥取東
鳥取西

□ ○

倉吉西 ○

青谷
岩美

鳥取中央育英
○

倉吉養護学校 ○

白兎養護学校 ○ □

琴の浦高等
特別支援学校

○ □ ○

鳥取盲学校 □ ○

鳥取聾学校
（ひまわり分校は除く）

□ ○ ○

○：体験的学習活動等休業日　□：休業日変更

特別
支援
学校

ゴールデンウィーク期間 文化の日周辺

市町村

高等
学校


